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「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を 

改正する法律の一部の施行について」の一部改正について 

 

有床診療所（病床を有する診療所をいう。）の病床設置等に関する規定の見直しを

行った医療法施行規則の一部を改正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 27 号）が本

年３月 28 日に公布されたところである。 

それに伴い、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改

正する法律の一部の施行について」（平成 18 年 12 月 27 日付け医政発第 1227017 号

厚生労働省医政局長通知。以下「平成 18 年通知」という。) の一部を下記のとおり

改正し、平成 30 年４月１日から適用することとしたため通知する。貴職におかれて

は、これを御了知の上、本通知の趣旨等について、貴管下の指定都市、保健所設置市、

特別区、医療機関、関係団体等に対し周知願いたい。 

 

記 

 

１ 平成 18 年通知の一部改正について 

平成 18 年通知を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

２ 改正の概要 

診療所の病床については、許可ではなく届出により病床設置が可能となる場合と

して、居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所等として医療計画に

記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとする場

合としているところ、平成 30 年４月１日からは、地域包括ケアシステム（地域に

おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64 号）

第２条第１項に規定する地域包括ケアシステムをいう。）の構築のために必要な診

療所等として、都道府県医療審議会の意見を聴いて、都道府県知事が認める診療所



 

に療養病床又は一般病床を設けようとする場合とすること。 

 

３ 適用日 

  平成 30 年４月１日 


